
　

６
月
定
例
会
の
議
会

だ
よ
り
「
か
る
で
ら
」

第
27
号
の
発
行
と
な
り

ま
し
た
が
、
こ
の
度
の

阿
蘇
豪
雨
災
害
に
つ
き

ま
し
て
は
原
稿
締
切
り

後
に
発
生
を
い
た
し
ま

し
た
た
め
、
災
害
に
関

す
る
記
事
を
十
分
に
掲

載
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

今
回
の
災
害
で
被
災

さ
れ
た
皆
様
に
は
、
広

報
委
員
一
同
、
心
か
ら

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま

す
と
と
も
に
、
こ
れ
か

ら
は
暑
い
日
が
続
き
ま

す
の
で
、
お
身
体
を
大

切
に
お
暮
ら
し
く
だ
さ

い
。

　
　

広
報
委
員

　

阿
南　

善
範
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【
議
会
広
報
特
別
委
員
会
】

　

委
員
長　

古
澤　

國
義

　

副   

〃 　

大
倉　

幸
也

　
　
　
　
　

井
手　

明
廣

　
　
　
　
　

田
中　

弘
子

　
　
　
　
　

湯
淺　

正
司

　
　
　
　
　

阿
南　

善
範

　
　
　
　
　

園
田　

浩
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
24
年
７
月
九
州
北
部
豪
雨
災
害
の
対
応
状
況
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

最
初
に
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
執
行
部
よ
り
報
告
が
あ
り
、
そ
の
後
、
総
務
部
・
市
民
部
・
経
済
部
・
土
木
部
・

　
　
　
　
　
　

教
育
部
よ
り
被
害
状
況
等
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

①　

阿
蘇
市
に
お
け
る
被
害
の
状
況
に
つ
い
て

　
　
　

【
人　

的　

被　

害
】
死
者
21
人
、
行
方
不
明
１
人
、
重
傷
者
１
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
規
模
な
土
砂
崩
れ
箇
所
15
ヶ
所
、
内
人
的
被
害
12
ヶ
所

　
　
　

【
避
難
所
設
置
状
況
】
設
置
箇
所
22
ケ
所
、
避
難
者
数
２
６
４
人
（
７
月
26
日
午
後
５
時
30
分
現
在
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
最
多
時
２
，
２
５
７
人
。
７
月
14
日
午
後
11
時
）

　
　
　

【
家　

屋　

被　

害
】
全
壊
44
棟
、
半
壊
30
棟
、
床
上
浸
水
１
，
３
５
７
棟
、
床
下
浸
水
９
８
９
棟
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
部
破
損
50
棟
（
詳
細
に
つ
い
て
は
、
現
在
調
査
中
と
の
こ
と
）

　
　
　

【
道　

路　

被　

害
】
が
け
崩
れ
・
落
橋
・
路
肩
決
壊
・
路
面
流
失
に
つ
い
て
は
、
被
害
が
広
範
囲
な
た
め
現
在
調
査
中
。

　
　
　
　
　

※

　

そ
の
他
に
「
電
気
」
、
「
水
道
施
設
」
、
「
下
水
道
施
設
」
の
被
害
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

②　

各
機
関
の
災
害
派
遣
等
の
状
況
に
つ
い
て

　
　
　

【
陸 

上 

自 

衛 

隊
】
総
数
３
４
６
人
（
捜
索
２
７
２
人　

支
援
74
人
）

　
　
　

【
警　

察　

関　

係
】
総
数
２
８
０
人
（
捜
索
１
８
０
人　

支
援
１
０
０
人
）

　
　
　

【
広　

域　

消　

防
】
総
数
77
人

　
　
　

【
消　
　

防　
　

団
】
出
動
団
員
数
５
６
０
人

③　

災
害
関
係
補
正
予
算
（
専
決
処
分
）
の
概
要
に
つ
い
て

　
　
　

専
決
処
分
日　
　
　
　

平
成
24
年
７
月
12
日
付

　
　
　

補
正
額　
　
　
　
　
　

２
，
６
４
８
，
５
４
９
千
円

　
　
　

補
正
後
の
総
額　
　
　

１
６
，
２
９
９
，
６
１
７
千
円

※

　

専
決
処
分
と
は
、
本
来
、
議
会
の
議
決
・
決
定
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
地
方
自

治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
議
会
の
議
決
・
決
定
の
前
に
自
ら
処
理
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

④
財
産
区
断
水
状
況
報
告　

当
初
４
５
２
世
帯
が
断
水
し
た
が
、
現
在
25
世
帯
と
な
り
、
断
水
世
帯
は
日
々
減
少
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

給
水
活
動
に
つ
い
て
は
、
陸
上
自
衛
隊
（
給
水
車
３
台
）
、
熊
本
市
（
給
水
車
５
台
）
及
び
南
小
国
町
（
給
水
車
１
台
）
の
応
援
を

得
て
、
13
日
か
ら
給
水
活
動
を
行
っ
て
き
た
が
、
ま
と
ま
っ
た
断
水
地
域
が
解
消
さ
れ
た
た
め
、
25
日
ま
で
に
給
水
活
動
は
終
了
し

た
。
な
お
、
緊
急
時
に
備
え
、
熊
本
市
か
ら
給
水
車
１
台
を
現
在
も
借
用
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

⑤
以
上
の
説
明
を
受
け
た
後
、
各
部
課
長
よ
り
被
害
状
況
等
の
報
告
が
行
わ
れ
、
執
行
部
の
報
告
に
対
し
て
質
疑
・
答
弁
が
行
わ
れ
た

と
こ
ろ
で
す
。

会
議
に
付
し
た
事
件
名

会
議
内
容

７
月
27
日（
金
）の
全
員
協
議
会
結
果




